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大刀洗町告示第43号 

 平成24年第９回大刀洗町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成24年11月26日 

                               大刀洗町長 安丸 国勝 

１ 期 日  平成24年12月11日 

２ 場 所  大刀洗町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

平田 信將            黒木 德勝 

後藤 晴一            平山 賢治 

山田 英敏            林  威範 

安丸眞一郎            花等 順子 

平田 一成            森田 勝典 

山内  剛            長野 正明 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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   平成24年 第９回 大 刀 洗 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                             平成24年12月11日（火曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         平成24年12月11日 午前９時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸報告 

      （１）議長の報告 

         ①配布のみの陳情について 

         ②検査結果の報告 

      （２）町長の報告（あいさつ） 

 日程第４ 承認第６号 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認

を求めることについて 

 日程第５ 議案第53号 大刀洗町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第６ 議案第54号 大刀洗町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第７ 議案第46号 大刀洗町企業誘致奨励条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第８ 議案第47号 福岡県市町村災害共済基金組合規約の変更について 

 日程第９ 議案第48号 福岡県市町村災害共済基金組合の解散について 

 日程第10 議案第49号 福岡県市町村災害共済基金組合の解散に伴う財産処分について 

日程第11 議案第50号 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第12 議案第51号 平成２４年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第13 議案第52号 平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につい

て 

────────────────────────────── 
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本日の会議に付した事件 
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を求めることについて 
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 日程第６ 議案第54号 大刀洗町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第７ 議案第46号 大刀洗町企業誘致奨励条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第８ 議案第47号 福岡県市町村災害共済基金組合規約の変更について 

 日程第９ 議案第48号 福岡県市町村災害共済基金組合の解散について 

 日程第10 議案第49号 福岡県市町村災害共済基金組合の解散に伴う財産処分について 

日程第11 議案第50号 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第12 議案第51号 平成２４年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

日程第13 議案第52号 平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につい

て 

────────────────────────────── 
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開会 開議午前９時00分 

○議長（長野 正明）  それでは、ただいまから平成２４年第９回大刀洗町議会定例会を開会しま

す。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。議事日程により議事を進めますので、御協力

のほどお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（長野 正明）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、７番、安丸眞一郎議員、

８番、花等順子議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定について 

○議長（長野 正明）  日程第２、会期の決定についてを議題にします。 

 本定例会の会期については、過日、議会運営委員会を開催し協議をいたしております。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。平田一成委員長、登壇して報告をお願いします。

平田委員長。 

○議会運営委員長（平田 一成）  皆さん、おはようございます。本年最後の議会が始まりました

が、私、議会運営委員長の平田一成でございます。１２月定例会の議会運営について、議会運営

委員会の協議結果を御報告いたします。 

 委員会は、平成２４年１２月５日午前９時３０分から協議会室において開催し、出席委員は

５名でした。執行者側から安丸町長、佐藤副町長、棚町総務課長の出席を得て協議をいたしまし

た。 

 会期及び会期日程表をごらんいただきたいと思います。 

 議会運営委員会で協議の結果、本定例会の会期は、１２月１１日から２１日までの１１日間と

決定をいたしました。 

 会期１１日間の内容でございますが、まず本日は、議事日程に従って順次議案を上程して、議

案審議を進めていただきまして、本会議散会後、全員協議会を開催させていただきます。 

 １２日水曜から１７日月曜まで休会といたします。 

 １８日火曜は、本会議を再開し、一般質問とさせていただきます。 

 １９日水曜、２０日木曜は、休会といたします。 

 ２１日金曜は、本会議を再開し、議案審議とさせていただきます。 
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 以上が、今回の定例会の会期及び会期日程ですが、当町議会の円滑な議会運営ができますよう

ここにお願いいたしまして、御報告を終わります。 

○議長（長野 正明）  お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告どおり本日

から１２月２１日までの１１日間にしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（長野 正明）  異議なしと認めます。本定例会の会期は、本日から１２月２１日までの

１１日間に決定しました。 

 なお、会期中の会議予定については、お手元に配付しました会期日程表のとおりです。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．諸報告 

○議長（長野 正明）  日程第３、諸報告を行います。 

 陳情の提出が１件ありましたが、配付のみの取り扱いとすることにいたしました。御了承くだ

さい。 

 次に、監査委員より、平成２４年１０月分、１１月分の例月出納検査結果報告書の提出があり

ました。お手元に写しを配付いたしております。 

 これで議長報告を終わります。 

 次に、町長より挨拶をしていただきます。安丸町長。 

○町長（安丸 国勝）  皆さん、おはようございます。議会定例会の開会に当たりまして、一言御

挨拶申し上げます。 

 本日ここに第９回大刀洗町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、

師走に入り公私ともに御多用中にもかかわらず御出席を賜り厚くお礼を申し上げます。 

 さて、本年も残すところあとわずかとなりました。この１年を振り返って、やはり一番印象深

かった出来事としては、７月１１日から１４日にかけて福岡、熊本、大分、佐賀の九州４県を襲

った九州北部豪雨でございます。新聞、テレビなどでも放送されましたとおり、これまで経験し

たことのないような大雨により、河川の氾濫、堤防決壊や土砂崩れが相次ぎ、一時は避難指示対

象者が２４万人に上るなど県内各地に甚大な被害をもたらしました。 

 皆様御承知のところと存じますが、本町においては、７月１４日早朝から筑後川、小石原川な

どの河川の水位が軒並み上昇し、特に筑後川の片ノ瀬橋水位観測所では、氾濫危険水位８.５メー

トルを大きく上回る、観測史上最高の１０.０７メートルの水位を記録しております。この増水

の影響を受ける形で、小石原川や二又川などが溢水し、床上、床下浸水、農地の冠水による農作

物被害や施設被害が発生したところでございます。 

 現在、農業用施設などの災害復旧工事に取り組んでいるところでございまして、今後ともこの
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教訓を生かしながら、引き続き町民の皆様の安全・安心に努めてまいりたいと考えております。 

 政治面におきましては、８月１０日に消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法が

成立いたしました。野田首相の近いうちに国民に信を問うとの発言を受けて、混沌とした政治状

況が続いておりましたが、１１月１６日に地方財政にとって懸案であった赤字国債を発行する公

債発行特例法や１票の格差を是正する衆議院議員選挙制度関連法が成立した上で、衆議院が解散

されたところでございます。 

 また、これを受けまして衆議院議員総選挙が１２月４日に公示され、１６日の投開票日に向け、

まさに選挙期間まっただ中のところでございます。今回は、政権交代から３年４カ月ぶり、また

東日本大震災と原発事故の発生後初の総選挙でございます。現行の選挙制度になってから過去最

多の１２政党が乱立しており、原発などエネルギー政策、財政再建等経済成長の両立、社会保障

と消費税増税、ＴＰＰ、外交防衛など、いずれも社会の根幹にかかわる重要な課題を争点とした

選挙でございます。 

 経済面におきましては、欧州債務危機を受けた世界経済の減速が輸出を直撃し、個人消費や企

業の設備投資も一向に上昇の兆しがありません。その国の経済規模を示す指標である国内総生産、

ＧＤＰの実質成長率は７月から９月期に前期比０.９％減となっておりまして、第３四半期ぶり

のマイナスに転落しております。景気は後退局面にあり、厳しい経済情勢に直面しているところ

でございます。 

 選挙後の政権運営については、デフレ脱却、円高対策、原発、社会保障など難問が山積してお

りますが、住民が安心して暮らせる社会実現のため実効ある対策を進めてほしいと願っていると

ころでございます。 

 本年度も８カ月が経過いたしましたが、本年度実施すべき諸事業、諸施策は計画どおり順調に

進捗しておりまして、これも議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力の賜物だと深く感謝申

し上げます。 

 平成２５年度の予算編成作業に当たりましては、国、地方の厳しい財政状況を認識し、選挙後

における政権の政策を注視しながら、健全財政を前提に子育て支援や教育環境の充実、町民の皆

様の健康増進、地域コミュニティの活性化に重点的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、男女共同参画社会の推進や高齢者の皆様の生きがいづくり、本町の基幹産業である農業

や商工業の振興など、山積する諸課題についても積極的に取り組んでまいる所存でございます。 

 さて、本会議定例会で審議していただく主な議案は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査の執行経費を計上した一般会計補正予算の専決処分の承認を求めることについて、大刀

洗町企業誘致奨励条例の一部を改正する条例の制定についてなど条例の一部改正が３件、福岡県

市町村災害共済基金組合規約の変更についてなど３件、一般会計補正予算、国民健康保険会計及
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び下水道会計の各特別会計の補正予算など、いずれも重要な案件を提案いたしております。議員

各位におかれましては、慎重に御審議していただきまして、最後には御承認賜りますようお願い

申し上げて、私からの御挨拶といたします。それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  町長の挨拶が終わりました。これで、諸報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．承認第６号 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）の専決処分の

承認を求めることについて 

○議長（長野 正明）  日程第４、承認第６号平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）

の専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 承認第６号 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認を求めるこ

とについて 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  おはようございます。企画財政課の川原でございます。私のほう

から御説明さしていただきます。 

 それでは、承認第６号平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認を

求めることについて、提案理由及び内容の説明を申し上げます。 

 先ほど朗読がありましたように、１１月１６日に衆議院が解散し、急遽１２月１６日が衆議院

議員の選挙となりましたので、その関係予算を地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙の

とおり専決処分をしたので、同法同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでござ

います。 

 ４枚目を開いていただきたいと思います。前から４枚目になりますが。 

 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第５号）。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

予算それぞれ６３１万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億

５９９万５,０００円とするものでございます。 

 それでは、内容の説明をさせていただきます。 

 まず、歳出の６ページをお願いいたします。ページの６ページになります。 

 歳出でございますが、２款４項４目衆議院議員選挙及び国民審査費でございます。３節の職員

手当等につきましては、投票開票事務従事者時間外勤務手当等で２６７万９,０００円。７節の
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賃金については、臨時職員賃金ですが、これは期日前投票事務等の賃金として５８万３,０００円。

それから、９節旅費として普通旅費、説明会の旅費等ですが、それから費用弁償等で５８万

８,０００円。１１節需用費ですが、消耗品及び入場券、選挙公報等の印刷費で４６万１,０００円。

１２節役務費として入場券郵送料、また計数機等の点検料などで１０５万円。１３節委託料です

が、公営掲示板設置撤去委託料等で３２万円。１４節使用料及び賃借料で、公営施設個人演説会

会場使用料等で３万８,０００円。それから、１８節備品購入費、計数機２台分で６０万となっ

ております。 

 次に、歳入についてですが、前の５ページをお願いいたします。 

 ２歳入、１４款３項１目総務費委託料でございます。５節選挙費委託金として、衆議院議員選

挙委託金が６３１万９,０００円となっております。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから、質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は、質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第５３号 大刀洗町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第５、議案第５３号大刀洗町防災会議条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 議案第５３号 大刀洗町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。棚町総務課長。 

○総務課長（棚町 守俊）  おはようございます。それでは、議案第５３号大刀洗町防災会議条例

の一部を改正する条例の制定について、提案理由及び内容について御説明いたします。 

 提案理由でございますが、朗読がありましたように、災害対策基本法が一部改正されておりま

す。その中で、防災会議の所掌事務が、防災に関する重要事項の審議及び町長に意見を述べるこ

とが追加されております。また、防災会議の委員に自主防災組織の構成者又は学識経験者を任命

することが追加をされておりますので、本条例の一部を改正するものであります。 

 最後のページをお願いしたいと思います。 

 大刀洗町防災会議条例の新旧対照表を載せております。改正前の第２条でございますが、アン
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ダーラインの部分を削りまして、新のほうの防災会議は次に掲げる事務をつかさどるというふう

に改正するものであります。 

 第２号でございますが、アンダーラインの大刀洗町の地域にかかわる災害が発生した場合にお

いて、当該災害に関する情報を収集することを、左の改正でございますが、町長の諮問に応じて

大刀洗町の地域にかかわる防災に関する重要事項を審議することと改正するものであります。 

 第３号でございますが、これは新設でございます。前号に規定する重要事項に関し、町長に意

見を述べること、これを追加でございます。 

 第３号でございますが、前２号を左の第４号になりますように前各号に掲げる者のほか法律ま

たこれに基づく政令によりその権限に属する事務ということで、第３号の追加により繰り下げて

改正がなされております。 

 次に、第３条関係でございますが、第５項の委員は、次のアンダーラインです。これは削除で

削るものでございます。 

 次の第７号でございますが、これが新設されております。自主防災組織を構成する者又は学識

経験のある者のうちから町長が任命するものというふうに規定をされたところであります。 

 第６号でございますが、この７号の追加によりましてアンダーラインのところを改正をいたし

ております。 

 それぞれ１号から６号まで人数を定めておりますが、今回の第７号の新設によりまして、括弧

の部分「及び３人以内」を「３人以内及び４人以内」とするというふうに改正をするものでござ

います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから、質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は、質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議案第５４号 大刀洗町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第６、議案第５４号大刀洗町災害対策本部条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 議案第５４号 大刀洗町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 
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○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。棚町総務課長。 

○総務課長（棚町 守俊）  それでは、議案第５４号大刀洗町災害対策本部条例の一部を改正する

条例の制定について、提案理由及び内容について御説明いたします。 

 提案理由でございますが、朗読がございましたように、これも議案第５３号と同じように災害

対策基本法の一部改正により本条例を改正するものでございます。 

 最後のページをお願いいたします。 

 ここに新旧対照表を載せております。旧のほうでございますが、第１条、この条例は災害対策

基本法第２３条第７項と規定をいたしておりますが、この条文は市町村災害対策本部に関し、必

要な事項は市町村の条例で定めるものと規定する条文でございます。この条文が、新のほうを見

ていただきますと、第２３条の２第８項に改正なされておりますので本条例を改正するものでご

ざいます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから、質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は、質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第４６号 大刀洗町企業誘致奨励条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（長野 正明）  日程第７、議案第４６号大刀洗町企業誘致奨励条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 議案第４６号 大刀洗町企業誘致奨励条例の一部を改正する条例の制定について 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。矢野産業課長。 

○産業課長（矢野 孝一）  皆様、おはようございます。産業課の矢野でございます。 

 それでは、議案第４６号大刀洗町企業誘致奨励条例の一部を改正する条例の制定について、提

案理由及び内容について説明申し上げます。 

 提案理由及び改正点につきましては朗読のとおりでございますが。具体的に申し上げますと、

まず１点目に、規則で定めております進出する地域の指定、これは都市計画地域内の準工業地域

というふうになっておりますが、これを全町に広げます。 

 次に、そのことにより進出する事業所の定義を定めなければさまざまな事業所が対象というふ
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うになりますので、奨励の目的があいまいとなってしまいますので、具体的に定めます。 

 ３点目に、奨励措置を受けるための条件は、投下資産総額５,０００万円の要件と従業員雇用

の要件をどちらか満たせばよいようにしておりましたが、より雇用促進を促すために投下資産総

額の要件を満たした上で従業員の項目を満たさなければならないように改正をいたしております。

また、近年の傾向、機械化、産業用ロボットの導入等々で、そういった事業所がふえまして、よ

り多くの雇用が見込めない状況下にありますので。そのことと進出しやすいようにするために、

新規従業員雇用の数を減じております。 

 それから、最後４点目でございますが、奨励金交付の制度につきましては、事業所側の事務手

続等の負担を軽減するために、一度納付された固定資産税を奨励金として３カ年交付する制度か

ら、同じく３年間の課税の免除を行うことができるというふうにしております。 

 それでは、少し長くなりましたけども、新旧対照表を使って御説明いたします。３枚目をお願

いいたします。新旧対照表の３枚目でございます。 

 まず、２条の定義でございますが、右側が旧でございますけど、事業所とはということを、

１号で事業所とは製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、情報通信業、開発研究を行う事業

の用に直接供する施設及びその他本町における産業の振興が図られると町長が特に認める施設を

言うというふうに書いております。 

 それから、第２号で、「新設すること、及び」を「設置すること、又は」に変えております。 

 それから、３号で、「拡張」のところで、これで「規模拡張」というふうに変えております。 

 それから、指定、第３条でございますが、ここで１項の上段の部分を削りまして、１号を上げ

て２号、３号と続くようにしております。読ましていただきますと、３条、この条例の適用を受

けることができるものは、投下固定資産の総額が５,０００万円以上となる見込みで、次の各号

に該当し町長が指定したものとするということで。 

 次のページをお願いいたします。 

 １号で、従業員の数１０名を５名、２号で、これは増設することです。こちらのほうの従業員

の数５名を３名に減じております。 

 それから、４条の奨励措置でございますが、右側の旧の３号をちょっと読ましていただきます。

今度は新しいほうを、３号で、投下固定資産の総額に課せられる固定資産税の額を限度として、

新設または増設された事業所が操業を開始した後、最初の固定資産税が賦課される年度から３年

間、課税の免除を行うことができる。但し、固定資産税の課税の免除については、大刀洗町税条

例の規定にかかわらず地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第６条の規定に基づくというふう

に書いております。 

 それから、続きまして、９条の指定等の取り消し等でございますが。右側の既に交付された奨
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励金の全部または一部を返還されることができるということを、または奨励措置の全部または一

部を取り消し、若しくは停止することができるというふうに変えております。 

 次の３号でございますが、６カ月の「カ」を統一するために漢字の「箇」というふうに変えて

おります。 

 最後に、次のページをお願いいたします。 

 ９条の２項で、新たに２項で、町長は前項の規定により奨励措置を取り消したときは、既に課

税免除した固定資産税について、その免除した額の全部または一部を固定資産税として賦課徴収

することができるというふうに変えております。 

 以上、御審議の上、御承認いただきますようによろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  これから、質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は、質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議案第４７号 福岡県市町村災害共済基金組合規約の変更について 

○議長（長野 正明）  日程第８、議案第４７号福岡県市町村災害共済基金組合規約の変更につい

てを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 議案第４７号 福岡県市町村災害共済基金組合規約の変更について 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  企画財政課の川原でございます。それでは、私のほうから説明を

させていただきます。 

 議案第４７号福岡県市町村災害共済基金組合規約の変更について、提案理由及び内容について

御説明申し上げます。 

 今回、福岡県市町村災害共済基金の組合の解散に関する議案をこの議案４７号から４９号まで

３つの議案を上程させていただいております。まず、この議案第４７号で規約の変更、その後に

４８号で解散について、最後に４９号で解散に伴う財産処分について提案をさせていただきます。 

 まず、本議案の提案理由でございますが、先ほど朗読がありましたように、福岡県市町村災害

共済基金組合の解散に伴う事務の承継について地方自治法施行令第２１８条の２の規定に基づき、
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規約により特別の定めをするため福岡県市町村災害共済基金組合規約を変更する必要が生じたた

めに提案をさせていただいております。 

 それでは、２枚目の裏のほうを見ていただきたいと思います。開いていただいて、２枚目の裏

に新旧対照表をつけております。そちらの新旧対照表のほうで説明をさせていただきます。 

 左側に新と右に旧となっておりますが、新たに本則の第５章の後に第６章雑則として解散に伴

う事務の承継を、第２１条この組合が解散した場合においては福津市がその解散に伴う事務を承

継するという項目を新設するものでございます。福津市になっておりますのは、現在組合の組合

長を福津市長がされております。ということで、福津市に承継するというふうになっております。 

 簡単でございますけれども、御説明を終わらしていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから、質疑を行います。質疑ございませんか。６番、林議員。 

○議員（６番 林  威範）  今回、例えば原発の事故とか今回の大雨とかで、よりこういう組合

とかは必要性があったんじゃないかと思うんですが、このタイミングで解散となった背景があれ

ば教えてください。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  林議員さんの御質問にお答えいたします。 

 確かに、今御質問がありましたように、そういう、残す必要があるという意見もあったとは聞

いておりますが。 

 これは、もともと昭和４７年７月の筑後川の豪雨災害とかがありまして発足した組合でありま

す。当初、全市町村９８市町村で各１億円を拠出してできました組合でございますが、８０年代

につきましては年間十数件申請があっておりましたけれども、最近ほとんど活用がなく数年に一

度２,０００万、３,０００万の申請があったということで、この組合自体がほとんど活用をされ

ていなかったということで、最近ずっと解散のところで審議を進められてきたということで、必

要性の意見もありましたけれども、今回解散ということに決定されたということです。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。ほかにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  経過はわかりました。 

 それで、当初１億円の出資金で、その後各市町村からの拠出金があったのだろうと思いますが、

総額どれくらいあったのでしょうか。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  済いません。花等議員の御質問にお答えいたします。後の財産処

分のところで御説明したいと思っておりましたけれども、よろしいですか。 

 議案の第４９号の一番最後に財産目録が載っております。その中に各市町村の普通納付金及び

任意納付金っていう形で明細が載っておるところでございます。 
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○議長（長野 正明）  財産の処分については、議案第４９号の中で御説明があると思いますので、

それでよろしいでしょうか。癩癩それでは、ほかにございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで、１日目の質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．議案第４８号 福岡県市町村災害共済基金組合の解散について 

○議長（長野 正明）  日程第９、議案第４８号福岡県市町村災害共済基金組合の解散についてを

議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 議案第４８号 福岡県市町村災害共済基金組合の解散について 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  それでは、議案第４８号福岡県市町村災害共済基金組合の解散に

ついて、提案理由及び内容の説明について御説明を申し上げます。 

 提案理由でございますが、朗読がありましたように、先ほども御質問に出ましたが、事務を共

同処理しておりましたけれども、近年、国の災害に対する財政支援措置が充実されたこと、それ

から先ほどお答えいたしました活用がほとんどなかったということで、当該組合を解散すること

について地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから、質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は、質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．議案第４９号 福岡県市町村災害共済基金組合の解散に伴う財産処分について 

○議長（長野 正明）  日程第１０、議案第４９号福岡県市町村災害共済基金組合の解散に伴う財

産処分についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 議案第４９号 福岡県市町村災害共済基金組合の解散に伴う財産処分について 
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癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  それでは、議案第４９号福岡県市町村災害共済基金組合の解散に

伴う財産処分について、提案理由及び内容についての御説明を申し上げます。 

 提案理由でございますが、朗読がありましたように、基金組合の解散に伴う財産処分について

定めるため地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものです。 

 ３枚目、最後のページを見ていただきたいと思います。 

 財産目録を載せております。１番の市町村に帰属させる財産というところで、６０市町村の一

覧表を掲載をしております。４６番の大刀洗町ですが、１億６,０１０万４,６１６円。この分が

普通納付金ということで、大刀洗町の財産というふうになります。 

 日程ですけれども、各市町村１２月議会で同じように上程をされております。その可決議案書

を組合に送付して、１月下旬に知事に組合解散届を出すようになっております。その後、３月

２５日の予定で財産処分が行われます。その後に、３月３１日をもって組合が解散するという予

定になっております。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから、質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は、質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．議案第５０号 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第６号）について 

○議長（長野 正明）  日程第１１、議案第５０号平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第

６号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 議案第５０号 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第６号）について 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  それでは、説明をさせていただきます。 

 議案第５０号平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第６号）について、提案理由及び内容

について御説明申し上げます。 

 先ほど朗読がありましたように、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,３１２万



- 17 - 

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億７,９１１万９,０００円

とするものでございます。第２条では、地方債の変更は第２表地方債補正とするものでございま

す。 

 今回の主な補正でございますが、障害者・児介護訓練等給付費、自立支援医療費、また活力あ

る高収益型園芸産地育成事業費補助金、道路改良費等の予算を計上しております。 

 それでは、内容の説明をさせていただきます。 

 歳出の９ページをお願いいたします。 

 ９ページですが、まず１款１項１目の議会費でございます。これは、議会で議会基本条例を制

定するに向けての講演会を２月に開催する予定になっております。あわせて、２１万を計上させ

ていただいております。 

 ２款１項１目一般管理費でございます。これは、２節給料ですが、産休、育休に伴うものの職

員給与の減額でございます。３節は、あわせて手当等、それから時間外勤務手当につきましては、

７月に起こりました北部九州豪雨等に伴う時間外勤務手当の分でございます。 

 それから、２目の広報費でございます。１１節需用費ですが、１０月で５００号を迎えており

ます。リニューアルということでデザインの見直し、ページ増等で増額２６万７,０００円を計

上させていただいております。 

 ５目財産管理費でございます。１３節委託料ですが、耐震診断評価取得委託料ということで

２６２万５,０００円。耐震診断につきましては２３年度に行いましたが、評価取得を行ってお

りませんでした。今後の補助対象とするためには必要ということで、今回計上をさせていただい

ております。１５節工事請負費、普通財産伐竹除根コンクリート打設工事となっておりますが、

これは北山隈の聖ヨゼフ園の西側、納骨堂と大刀洗川の間に町有地がございます。そこに、竹と

か雑木が非常に荒れた状態になっております。そちらのほうが、隣接者あるいは隣接者等から苦

情が出ております。管理をしてほしいということで。そういうことで検討した結果、今後管理が

必要ないようにということで、竹、木を伐採して処分して、コンクリート張りをするということ

で２６２万５,０００円を計上させていただいております。 

 それから、６目企画費でございます。これは、臨時職員等の賃金等でございます。 

 １０目自治振興費でございますが、１３節委託料校区コミュニティーセンター活動活性化支援

委託料として７０万円。これは、地域のきずなづくり推進事業の地域コミュニティ活性化支援事

業というものの追加募集があっております。それに申請をして、ワークショップ等を開催すると

いうことで計画をしております。これは、県費の２分の１の補助となっております。 

 １６目サイン、駐車場等の管理費、１１節需用費でございます。修繕料として３４万４,０００円。

本年度既に２回サインの修繕を行っております。その分と西本郷標識移設の分等のために３４万



- 18 - 

４,０００円を計上させていただいております。 

 次に、１０ページ、２款２項１目戸籍住民基本台帳費でございますが、こちらのほうは臨時職

員等の賃金を計上をしております。 

 次に、２款４項１目選挙管理委員会費。これは、４月に改選を行われております選挙管理委員

さんのバッジ等の分でございます。 

 ３目農業委員会委員選挙費でございます。無投票でありましたので、不用額の１４７万

５,０００円を減額をしております。 

 ２款５項４目工業統計調査費、それから５目の就業構造基本調査費につきましては、額の確定

のために変更をしております。 

 次に、１１ページをお願いいたします。 

 ２款１項２目障害者自立支援費、補正額２,１２０万となっております。内容としましては、

２０節の扶助費でございますが、障害児介護訓練等給付費、障害福祉サービス等措置費、自立支

援医療費等となっておりますが、それぞれ新規分等で実績で増額となった分を計上させていただ

いております。 

 ５目防犯推進費でございます。１１節需用費、防犯灯の電気料ということで２０万円。これは、

集落間のＬＥＤを今設置しております。それの２カ月分が不足するということで計上をさせてい

ただいております。 

 ７目ひとり親家庭等の医療費、補正額２７０万円。これは、実績で３月までの分の不足分を計

上をさせていただいております。 

 １０目社会福祉会館管理費、これはぬくもりの館の分ですが、１１節需用費で修繕料となって

おります。雨漏り等の修繕の分です。 

 １１目国民健康保険費２８節繰出金ですが、これにつきましては国保会計繰出金、保険基盤安

定負担保険料軽減とその下の保険基盤安定負担保険者支援の分につきましては、額が確定した分

でございます。下の国保会計繰出金、職員給与等の分につきましては、今、嘱託職員の方に来て

いただいておる分の３カ月分と時間外を合わせたものを計上をさせていただいております。 

 １３目老人保健及び後期高齢者医療保険費でございます。２８節繰出金、これにつきましては

額が確定したものでございます。 

 ３款２項３目乳幼児医療費につきましては、２０節扶助費でございますが、１０月までの実績

で不足分を５００万計上をさせていただいております。 

 次に、１２ページでございます。 

 ４款１項３目の環境衛生費でございます。１５節の工事請負費ですが、これは運動公園の東側

の泥捨て場のフェンス等が古くなっております。その分の工事請負費を３５０万円。１９節負担
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金補助及び交付金でございます。住宅用太陽光発電システム設置費補助金でございますが、こと

し既に４６件の申請があっておるということで、不足分を１７５万円計上させていただいており

ます。 

 ４目公害防止対策費でございます。１３委託料、高速道路周辺騒音測定委託料ということで、

山隈のボックスがありますところの北側の部分の騒音の測定を６カ所するということで計上をさ

せていただいております。 

 ６目健康増進事業費でございます。１３節委託料、胃がん検診、子宮がん検診、大腸がん検診

等の受診者増による不足分でございます。１２０万円を計上させていただいております。２３節

償還金利子及び割引料でございますが、過年度分の額の確定分の返還金でございます。 

 ７目母子保健衛生費２３節償還金利子及び割引料、これも２３年度分の実績で返還をするもの

でございます。 

 ５款１項１目農業委員会費１節報酬でございますが、農地移動適正化斡旋委員報酬ということ

で、当初予定より農地の斡旋が多いということで追加で１０万円を計上しております。 

 ５目農業振興費１９節負担金補助及び交付金でございます。水田農業経営力強化事業補助金と

いうことで、新規で経営規模拡大助成として４５万円を計上しております。 

 ７目農地・水保全管理向上活動支援事業費でございます。１９節負担金補助及び交付金、農

地・水保全管理支払交付金ということで、地区が９地区にふえたということと、７５％の予定が

満額になったということで１９５万増となっております。 

 次の１３ページをお願いいたします。 

 ５款１項９目活力ある高収益型園芸産地育成事業費でございます。１９節負担金補助及び交付

金ということで、活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金として、今回災害復旧ということ

でハウス等で２名の追加分でございます。４５４万９,０００円。 

 １６目農業集落排水事業費２８節繰出金でございます。下水道事業特別会計繰出金ということ

で、これは７７８万３,０００円の減額となっております。これは、計画停電等の見送り等のた

めということです。 

 それから、７款２項２目道路改良費１３節委託料それから１５節工事請負費。これは、町単独

工事の道路改良等で町道本郷住吉線等の不足分でございます。合わせて１,４５０万円となって

おります。 

 ３目の社会資本整備総合交付金事業費でございます。工事請負費として道路改良等で町道前馬

場添線と長田川のフラップゲートの逆流防止、これは７月の豪雨災害で必要だということで、今

回１,０００万円の計上をしておるところでございます。失礼しました。その２つにつきまして

は、道路改良費のほう、今言いました町道前馬場添線それから長田川のフラップゲートにつきま
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しては、２番の道路改良費の部分でございます。それから、この社会資本整備総合交付金につき

ましては、用地契約が進捗した工事の追加として１,０００万円を計上をしておるところです。 

 ７款３項２目公共下水道費でございますが、下水道事業特別会計繰出金につきましては、計画

停電用のマンホールポンプ維持管理費等の委託分を３０７万９,０００円減額しております。 

 ７款４項１目河川総務費でございます。水門操作人報酬ということで、７月の豪雨災害等の不

足分を計上をしております。 

 １４ページをお願いいたします。 

 ７款５項２目住宅公園管理費１５節工事請負費でございます。これは、菊池ふれあい広場ベン

チ移設工事ということで、一般質問で上がっておりました使い勝手が悪いということで、端のほ

うに移動する分でございます。 

 ８款１項２目非常備消防費でございます。１３節委託料及び１７節公有財産購入費でございま

すが、防火水槽の移設等に伴う測量及び土地購入費でございます。西本郷と同じく西本郷の橋本

記念コートとの２カ所分でございます。 

 それから、１８節備品購入費、消防団まとい購入ということで、コミュニティ助成事業でまと

いの購入費ということで１０５万円を計上しております。 

 ９款１項５目早期からの教育相談・支援体制構築事業費ということで、これは予算の組み替え

でございます。 

 ９款２項１目一般管理費１５節工事請負費ですが、本郷小学校の給食室の排気ファンの故障に

伴う取りかえ工事請負費でございます。１２５万９,０００円。 

 ３目本郷小学校費につきましては、予算の組み替えとなっております。 

 次に、１５ページをお願いいたします。 

 ９款２項４目大刀洗小学校費につきましては、これも予算の組み替えをしております。 

 ７目も財源の組み替えです。 

 ９款５項１目社会教育総務費、これは１１節需用費、カラー印刷機、電子コピー等の不足分を

２２万８,０００円計上しております。 

 ６款青少年学校外活動事業費１９節負担金補助及び交付金ですが、アンビシャス広場づくり補

助金、対象にならない分の１０万円を減額しております。 

 １２目地域活動指導員設置事業費、１報酬、マイナス５２万５,０００円、賃金で３７万

８,０００円を計上しておりますが、地域活動指導員の退職に伴う予算を計上しております。 

 １３目福岡県地域人権啓発モデル事業費です。８節報償費、９旅費につきましては、タッチパ

ネルクラブの分で県の補助の分です。合わせて３８万円を計上しております。 

 ９款６項４目運動公園管理費１２節役務費でございますが、運動公園の側溝清掃業務というこ
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とで、運動公園の側溝が砂が流れ込んで、運動公園の周辺それからテニスコートの周りに側溝が

ありますが、ほとんど砂がもう入り込んでるということで、その清掃費を２５４万７,０００円

計上をしております。１８節備品購入費、ＡＥＤ設置費の４０万円の減額です。これは、自動販

売機の設置とあわせて設置をしましたので、減額をしております。 

 １０款１項１目農業災害復旧費１５節工事請負費ですが、農業災害復旧工事費で町単独分でご

ざいます。これは、災害がありまして、そのずっと後から壊れた分の復旧費でございます。

１００万円を計上しております。 

 続きまして、歳入のほうを御説明したいと思います。 

 ７ページをお願いいたします。 

 まず、９款地方交付税１項１目地方交付税です。補正額としまして３,７４１万８,０００円を

計上しています。これは、特別交付税分です。 

 １３款１項１目民生費国庫負担金１節社会福祉費負担金、障害者自立支援費等の分ですが、

１,０６０万円。これは、２分の１補助分です。２節保険基盤安定負担金、国保基盤安定負担金

として９８万６,０００円を計上してます。 

 １３款３項３目土木費委託金、河川負担金として７万１,０００円。 

 １４款１項１目民生費県負担金、これは先ほどの国庫負担金と同じものですが、４分の１補助

となっております。２節保険基盤安定負担金が３７万７,０００円。 

 １４款２項１目総務費県補助金１節総務管理費補助金、地域のきずなづくり推進事業費の補助

金として３５万円。 

 ２目民生費県補助金、ひとり親家庭等医療費補助金で１３５万円。これは、２分の１です。

６節乳幼児医療費補助金、これにつきましても２分の１の補助となっております。 

 ４目農林水産業費県補助金１節農業費補助金ですが、活力ある高収益型園芸産地育成事業費補

助金が２分の１。水田農業経営力強化事業費補助金につきましては、１０アール当たり１万

５,０００円で４５万円となっております。 

 １４款２項６目教育費県補助金１節社会教育費補助金、これはアンビシャス広場づくりの分で、

６万７,０００円の減額。 

 １４款３項１目総務費委託金、統計の分で４万５,０００円。５目教育費委託金が福岡県地域

人権啓発モデルの分で３万７,０００円。 

 １８款１項１目繰越金が、前年度繰越金として６００万７,０００円となっております。 

 １９款４項雑入１目雑入ですが、自治総合センター助成金として１００万円。 

 それから、２０款１項３目土木債、道路橋梁債として公共事業債。これは、奥野七反牟田線の

分ですが、２００万円。 
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 それから、４目教育費ですが、２小学校債として学校教育施設整備事業債として５０万円。こ

れは、菊池小学校の多目的ホールの改修の増額分です。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 第２表の地方債の補正でございます。 

 １変更でございますが、まず公共事業債、補正前といたしまして７２０万円が補正後９２０万

円になります。次に、学校教育施設等整備事業債、補正前の限度額が１,０２０万円が補正後は

１,０７０万円になります。合計が、補正前１,７４０万円が補正後は１,９９０万円になります。 

 以上で、説明を終わらしていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  説明が終わりました。 

 ここで、暫時休憩をいたします。議場の時計で１０時４０分まで休憩をいたします。その後再

開いたしまして、質疑を行います。 

休憩 午前10時26分 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

再開 午前10時40分 

○議長（長野 正明）  それでは、休憩前に続き再開いたします。 

 平成２４年度大刀洗町一般会計補正予算（第６号）についての説明が終わりましたので、これ

から質疑を行います。質疑ございませんか。１１番、山内議員。 

○議員（１１番 山内  剛）  １２ページの４款１項の４目公害防止対策費の中で、先ほどの説

明で高速道路周辺騒音測定委託料ちゅうことで。これは非常にいいことでございまして。私も、

実を言うと、場所がちょっと特定がわかりませんけど、十二、三年前にちょっとかかわったこと

があるんですけども。これ、９６万で調査するわけなんですが、これは九州高速道路機構からお

金が来るんですか。そして、どこの場所ではかってどういう。そこら辺ちょっと詳しく。 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  山内議員の御質問にお答えいたします。 

 これは、基本的には、今ネクスコと言っておりますけれども、こちらのほうからはお金は全く

参りません。あくまで、自治体のほうで騒音を測定して、基準を超えているというような形で一

応向こうのほうに上げまして、最終的にそちらのほうが、うちだけじゃございませんので、そこ

辺で優先順位とか向こうのほうで判断されると思いますけども。前回が、平成８年、９年ぐらい

に測定６カ所ほど、山隈のボックスから西側のほうを６カ所ほど測定をいたしております。その

ときは、一応基準を超えなかったということで設置には至っておりませんけれども、本郷のほう

の西部ガスのほうが何かガス管をいけるときに、そのときにそちらのほう測定した経緯もありま

して、その当時の町長のほうが何回か当時の道路公団のほうに陳情二、三回ぐらい行きまして、
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ようやく、今、山隈のボックスのほうの北側の東の方面の５０メーターぐらいが設置されてる状

況でありますので。 

 高速道路の交通量もふえておりますので、今回測定をして、前回の測定値と比較して数値がふ

えていればこういう形でお願いしたいということで要望に参りたいというふうに考えております。 

○議長（長野 正明）  １１番、山内議員。 

○議員（１１番 山内  剛）  平成８年か９年でありました。ちょうど、私も地元からのいろい

ろそういう意見を聞きまして、ある組織でちょっと公団のほうにも要望したわけなんですけれど

も。そのときの費用も地方自治体が出してあるということですね。 

 それで、これ基準は、ちょっとあれかもしれないけど、６０ホーン以上になった場合にはいわ

ゆる防音フェンスをつけるとかいろいろな基準があるわけなんです。当時も地方自治体が出した

っていうわけですか。 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  当時も一応測定を６カ所ほどしました。基準が、当時の基準でいいま

すと、６時から午後の９時までが７０ホーンというふうな基準になっておりまして、そして夜間

につきましては６０ホーンというふうになっておりましたけれども、２４時間測定した結果、い

ずれも基準を超えてないということで、最終的には１０年ぐらいに公団のほうから防壁の設置は

難しいというふうな回答が来ております。 

 以上ございます。 

○議長（長野 正明）  １１番、山内議員。 

○議員（１１番 山内  剛）  基本的には、やはり高速道路のほうが、調査はやっぱり私はする

べきだと思うんです。そりゃ、うちだけどうかもわからないけど、はいそうですかじゃなくて、

やっぱそこら辺はもうちょっと自治体からも強く働きかけて、何ら周辺の環境が変わったわけで

もないわけですから。むしろ、今、高速道路のこの利活用が物すごく多くなって交通量がふえた

ような状況だから。なお、そういうことを「はい、そうですか。うちが委託してお願います」じ

ゃなくて、そこら辺はもうちょっと元気というか、あれでやっていただきたいばってん。 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  相談にはちょっと行きたいと思いますけども、最終的にちょっとどう

なるかわかりませんけど、まず、費用がかからない点で、もしそういうことで相談できた場合は

一応相談には行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  １１番、山内議員。 

○議員（１１番 山内  剛）  もう一点、最後に言うけど。 
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 金額よりもやはり第三者が眺めても、聞いても、どちらが調査するかちゅうことをもうちょっ

と基本的にはやっぱり考えていただきたい。 

 終わります。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  関連です。 

 もし基準を上回って防音装置、どういう工事をなさるんでしょうか。基準値を上回ってて、騒

音がひどいっていうことであれば。それと、数年前に西部ガスがやったところは効果があらわれ

てるんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  基本的には、防音壁の高さがちょっとどのぐらいかっちゅうのは向こ

うのほうの判断ですけれども。それは、全て音がとむかどうかちゅうのは多分わからないと思い

ますけど、西部ガスが管を入れるときにしたところについては、一応その後の騒音測定はしてお

りませんので効果があったかどうかまではちょっと確認ができておりません。 

○議長（長野 正明）  ということでございますけども、よろしいですか。癩癩ほかにございませ

んか。１０番、森田議員。 

○議員（１０番 森田 勝典）  １０番、森田でございます。１６ページお願いいたします。 

 運動公園の管理費について御説明いただきたいんですが。側溝、これたまたま私の本郷校区の

住民の方が相当厳しく私たちに言ってきたもんですから、お願いしたんですが。非常に、金額が

二百五十何万とする。高くてびっくりしてるんですが。この側溝そのものの全体の長さと大体詰

まっとる立米ちゅうのは、どのくらいの計算でできたんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  福永生涯学習課長。 

○生涯学習課長（福永 康雄）  森田議員の御質問にお答えいたします。 

 この運動公園の側溝のしゅんせつの件ですけども、平成５年に竣工いたしまして、それからこ

の期間までしゅんせつ等というのが定期的になされておりません。この分につきまして今質問さ

れていますとおり、詰まった泥が横の道路等にあふれて、また水路を通してため池等に流れてお

ります。それで大変御迷惑をおかけしているというふうな状況もあります。 

 長さ的には、総額、全部側溝あるとこを測量いたしました。大体９１０メートルぐらいの長さ

があります。ちょっと立米数については明確には今出しておりませんけども、ともかく、まず埋

まってる分を全部出したいということで、ほとんど半分以上埋まってるような状態でございます。 

○議長（長野 正明）  １０番、森田議員。 

○議員（１０番 森田 勝典）  じゃ、もう一つ聞きますけど、例の方が苦情をおっしゃっており

ましたが、一番出口の堤の入り口に水をためておりますね、個人的に、堰をはめて。あれについ
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ては、何かお話になりましたか。あそこで水ためてしまって、あの辺に詰まって、個人的に魚を

入れとったか何とかといろいろおっしゃっとったんですけど。その辺は、やはり町民の害するよ

うなことを適当に言われても、そこは行政がはっきり説明してやるのが本筋じゃないかなと思っ

ておりますけど。何か、言いやすければ、町議、私と平田議員さんと花等議員さん呼びつけられ

て、やかましちゅう何回も言われたことありますけど、あの辺の水の管理というか水路の管理、

それはどういうふうなところがどう責任持ってお話していただくんですか。 

○議長（長野 正明）  福永生涯学習課長。 

○生涯学習課長（福永 康雄）  ただいまの御質問でございます。 

 あくまでも、たまってるとこにつきましては、そこの地区、地区の水利組合またはいろんな用

水の土木組合のほうにお願いをしているとこでございます。まだ、この後も関係課またはそちら

のほうに協議をさしていただきたいというふうに思ってはおるところでございます。 

○議長（長野 正明）  １０番、森田議員。 

○議員（１０番 森田 勝典）  よろしくお願いしときます。今後、問題が出ないように、どうぞ

お願いいたします。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  １４ページの消防の土地購入費のことですが、西本郷の土地購入費

ということで１３０万、この中で、一般財源とその他が上がっております。その他っていうのは

地元負担ということですか、それともまといのほうの、どちらが、この。その他の金額の財源は

なんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  棚町総務課長。 

○総務課長（棚町 守俊）  花等議員の質問でございますが、その他の１００万円は、消防団まと

い購入のコミュニティ助成金でございます。宝くじ関係の助成金で全額来ております。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  これは土地購入費ですが、当然あと移設費がかかってくると思うん

ですが。それについての地元負担とかそういうものはあるんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  棚町総務課長。 

○総務課長（棚町 守俊）  お答えいたします。 

 まず、最初のまといですが、広報に載せとった分がこの１００万です。今の質問でございます

けど、町内に七十数カ所防火水槽がございます。その中で、この西本郷の２カ所のみが私有地に

設置されております。橋本前の外科医院がテニスコートの前を処分したいということで、そこが

橋本さんの土地でございましたので、そこを分筆をして町が買い取るということでございます。 

 それと、もう一つは、ＮＴＴの交換所があります。あの前に石橋さんという方が田んぼを持っ
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てございますが、そこにも設置をいたしております。この際、あわして分筆をして町が買い取る

というふうにいたしておるところでございます。 

 一つには、５０年代に設置をいたしておりますが、当時国道でございましたので、やはり道路

敷にその防火水槽が設置できないという事情もあったんだろうと思います。ほかのところは、町

道敷とかあるいは町有地に全部設置をいたしておりますので、ここの２カ所のみが私有地でござ

いました。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。２番、黒木議員。 

○議員（２番 黒木 德勝）  それでは、ちょっと１３ページの土木費の道路改良費と社会資本の

改良費の工事請負費１,０００万と同じく１,０００万。ここの具体的、ちょっともう少し詳細に

説明をお願いしたい。 

 それと、高級舗装、そこ辺についてもちょっと具体的にもうちょい説明をしていただきたいと

思います。 

 それと、あと一点は、１６ページの農業災害復旧費につきまして、町単独で１００万。どこ辺

をされるかを、ちょっと２点をお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  野瀬建設課長。 

○建設課長（野瀬  勉）  黒木議員の御質問にお答えいたします。 

 １５節の工事請負費１,０００万上げておりますが、町単独工事費の道路改良、簡易舗装の件

なんですが、具体的に申し上げますと、町道前馬場添線、これ守部のちょうど坂路になります。

坂路の部分が、これ堤防敷を復興省と協議をしながら占用して工事を計画していくんですが、当

初見積もりの４００万ぐらいで上げておったんですが、国交省からの条件がつきまして、芝生面

積、盛り土材の仕様等きめ細かに条件をつけられまして、約９００万以上の金額になっておりま

す。それで、これでちょっと５００万ぐらいの補正がついたということでございます。 

 もう１件、長田川。これ前回の７月の大雨のときに長田川から水が逆流しまして、床島敷地内

に相当の水が入って、ポンプ車４台それと６インチ２台つけて排水した経緯がございます。それ

で、地元からの陳情より緊急にフラップゲート、これ逆流防止用のゲートでございます。この専

用ゲートを緊急につけております。この分が一応５００万近くかかっておりますので、合わせて

１,０００万ということでございます。 

 それと、その下の社会資本整備の１,０００万の増嵩なんですが、これは奥野七反牟田線でご

ざいます。奥野七反牟田線と関連しました防犯灯、これは款項目がちょっと予算上違うんですが、

防犯灯は５,０００万以上ございます。それと、関連してこの奥野七反牟田線の道路改良が一緒
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になっております。これは、補助申のときには一緒になる予定なんですが、防犯灯の執行残を見

込んで先にちょっと１,０００万ほど組まさしていただきまして、道路改良のほうで先に発注し

たいと。道路改良を防犯灯の発注を終わって清算まで待っておりましたら、道路改良工事は年度

内に終わりませんので、ちょっと先食いをさしていただいて、最終的には補助で全部この

１,０００万につきましても補助対象という形で清算していきたいというふうに、３月議会段階

でというふうに考えております。 

 最後の質問の１０款ですか……失礼しました。もう一点ありました。高級舗装でございます。

高級舗装といいますのは、属に言う簡易舗装と高級舗装と２つに分かれるんですが、簡易舗装は、

単純に表層４センチの路盤工１０センチと簡単な舗装のことを言います。高級舗装というのは、

ＣＢＲ試験、属に言う日本語で言えば支持力実施試験を２００メーターに１カ所全部路線でやっ

ていくわけでございます。これ、ＣＢＲ検査をしまして、現地盤高の強度、路面の強度を出しま

して、これに合わして設計ＣＢＲを設けまして、これに合わして表層工、上層路盤工、下層路盤

工、路床工という形で組み上げていくものでございます。 

 それで、これらを一般的に国庫補助の場合、あくまでも会計検査対象の場合がこういう舗装の

経緯をとっていきます。普通の狭い町道関係は、一般的な簡易舗装という形で通さしていただい

ております。 

 最後に、１６ページの災害の１００万円の増嵩でございますが、災害申請時には、農災なんで

すけど、一応３００万で申請しております。査定は一応３００万全部通っております。ところが、

時間経過とともに護岸部分が滑っておる関係で、道路本体がずってきておるわけです。 

 それで、これ災害時にもう相当、二、三十メーター下がっておりますので、査定官に申請がえ

はできないかというふうに申請したんですが、できないと拒否されまして。あくまでも申請時、

１カ月か１カ月半前の状態での査定しか認めないということで拒否されました。それで、本体路

工については、ブロック等についてはもう農災で１００％通っておりますが、肝心な時間の経過

による上のほうの４メーター道路がございますがその分の下がった部分については、単独で補わ

ざるを得なくなったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。 

○議員（２番 黒木 德勝）  はい。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  １２ページの環境衛生費の中で、泥捨て場のフェンスの新設工事が

上がっておりますが、ここは、フェンスも悪くなってるんでしょうけど、それをする前に環境面

からいえば土壌調査の必要があるんではないかと思うんですが。それは、いかがお考えでしょう
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か。 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  花等議員の質問にお答えいたします。 

 もともと土砂捨て場ということでそういうものを廃棄してた関係がありますけども、今は上の

ほうに砂利というか１メーターぐらいちゅうか、埋め戻してしておりますので、今のところそこ

までのところは考えておりません。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  ここは、上のほうよりも下に何が入っているかわからないというと

ころで、後々環境問題に発展することはないんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  この辺につきましては、今のところちょっとそういう健康被害的なも

のは出ておりませんけど、ちょっと検討さしていただきたいというふうに考えております。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  改修するとなると相当なお金がかかるとは思うんですが、何かあっ

てからでは遅いと思いますので、調査だけでも早くしていただければと思います。 

○議長（長野 正明）  山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  これにつきましては、当初、あそこの土地を掘り返したりする場合に

ついては、そういう改修費用が要るということで一応封じ込めておりますので、直接的な今のと

ころあれはないと思いますけど、どういう形かでするかどうかちゅうのは、ちょっと検討さして

いただきたいと思います。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか、検討ということで。花等議員、よろしいですか。癩癩ほ

かにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  １１ページの一番上の障害児者自立支援のところで補正が上がって

おりますが、これが補正が上がるっていうことは、新しい人なのか、落としてあったのか、何人

分なのか。お願いいたします。 

○議長（長野 正明）  大浦健康福祉課長。 

○健康福祉課長（大浦 克司）  それでは、花等議員さんの御質問にお答えいたします。 

 いわゆる障害者・児含めての自立支援費、いわゆるここは扶助費になるわけですが、利用者に

応じてこれの負担額が変わってくるわけです、利用料が。 

 それで、まず１番目の障害介護訓練等給付費。これにつきましては、施設への入所、そしてそ

こで行われるものを含めまして介護訓練、そういったものの事業量がふえたということでござい

ます。具体的にこの人数は特別に把握しておりませんが、その方が使う利用サービスがふえれば
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当然負担がふえるということでございます。 

 次の障害福祉サービス等の補助事業で措置費のほうでございますが。これにつきましては、こ

れまで県のほうで措置しておりました事業が、今年度４月の時点より町のほうに事業主体が下り

てきまして、こちらのほうで６月分からの事業費のほうの負担でございます。これにつきまして

は、お一人分でございます。 

 次に、自立支援医療費の部分でございますが、こちらも施設入所者でございまして、７名の方

がいらっしゃいます。この方たちに係る介護の費用、施設入所の介護の費用の分でございます。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。癩癩ほかにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  ９ページ、１０款自治振興費の中で校区センターの活動活性化支援

委託料として７０万上がっておりまして、ワークショップとかをするということですが、具体的

にもう少しわかれば、どういう事業なのか、どういうふうな地域づくりを目指してなさっていく

のか、お知らせ願います。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  今、計画をしておりますのは、地域コミュニティの活性化という

ことで、先ほど言いましたようにワークショップ等を開催したいと思っております。 

 １つは、年度当初に西日本新聞のほうから、ぜひ大刀洗町でワークショップをということで依

頼があっております。大刀洗町で開きませんかという呼びかけがあっております。これは、今福

岡等で行われておりますニュースカフェということで、新聞を通していろんな地域を見直そうと

いう取り組みが行われておりますけれども、そういうものを通して地域づくりの活性化を考えた

らということで考えております。 

 各校区の地域づくりも校区によってはまだ方向性がなかなか見い出せないという部分もありま

すので、それから既に目的を持って取り組まれてあるところもあります。ここで、もう一度、地

域のいろんな方に集まっていただいて、その地域づくりの目的なり取り組みについて自由に意見

を出していただいて、今後の活動の活性化を図りたいというところで、今、そういうことで追加

の募集がありましたので申請をしておるところです。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  ちょっと具体的にはわからないんですが、具体的にどういうワーク

ショップを開かれるのか。地域づくりに関するワークショップなのか、もっと具体的な何かの

ワークショップなのかが。そこがちょっと見えませんけれども。もう少し詳しくお願いします。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  花等議員の御質問にお答えいたします。 
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 今言われておりますように、地域づくりのワークショップということです。ただ、そのベース

となるものが西日本新聞が企画してあるのが、新聞の中のいろんな情報を題材に、それでこの大

刀洗なり地域を考えてもらおうということを計画してあります。福岡でもそういうふうな取り組

みがされておりますので、実際自分たちも行ってみてすごく活性化した、要はなかなかワークシ

ョップをしても意見が出にくいところがありますけれども、そういうふうな新聞をベースとした

いろんな意見を出してもらうワークショップをされてありますので、そういうことを大刀洗町で

もぜひやって今後の活動に結びつけたいというふうに思っております。 

○議長（長野 正明）  ８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  地域づくりのワークショップは、２年前、３年前くらいに随分やっ

たんです。それで、４校区ともどういう形で計画をなさって、４校区とも同じようになさるのか。

地域づくりですから町一本っていうことはないでしょうけれども、何かそこら辺がよくわかりま

せんが。もう少しお願いします。 

○議長（長野 正明）  川原企画財政課長。 

○企画財政課長（川原 久明）  これは、申請したのが、９月に募集があって、今、申請の内示が

あっておりますけれども。今のとこ考えておりますのは、校区ごとにやるとかということではな

くて、町内全体で募集をして、その中で自分の地域をそこでワールドカフェの中で意見を出し合

って考えてもらうということで。校区ごとにじゃなくて全体でっていうことで今のところ計画を

しております。 

○議長（長野 正明）  よろしいですか。癩癩それでは、ほかにございませんか。８番、花等議員。 

○議員（８番 花等 順子）  ４ページの地方債の補正が上がっておりますが、何か具体的に地方

債を組まれる予定といいますか具体的なものがあるんでしょうか。 

○議長（長野 正明）  平田係長。 

○財政係長（平田 栄一）  花等議員の御質問にお答えします。 

 まず、公共等事業債につきましては、奥野七反牟田線の関係でございますけども、今回補正で

も上がっておりますけれども、工事費が増嵩という形も含めましての起債が増額した関係でござ

います。 

 それと、学校教育施設等整備事業債につきましては、菊池小学校の多目的ホールの改修で６月

補正が行われております。それにつきまして、９月に補正予算の追加を行っておりますけども、

今回ちょっと計算を再度し直した結果、起債の増額ができたという形で、今回このように地方債

の補正を行った次第でございます。 

 以上です。 

○議長（長野 正明）  ほかにございませんか。 
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〔なし〕 

○議長（長野 正明）  これで、１日目の質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第５１号 平成２４年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（長野 正明）  日程第１２、議案第５１号平成２４年度大刀洗町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 議案第５１号 平成２４年度大刀洗町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。山本住民課長。 

○住民課長（山本  浩）  住民課の山本でございます。議案第５１号平成２４年度大刀洗町国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）の提案理由及び内容について御説明申し上げます。 

 先ほど朗読がございましたように、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,２３３万

８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億５,５１７万８,０００円

とするものでございます。 

 今回の主な補正でございますが、退職被保険者療養給付費等が増加したために伴う追加補正で

ございます。 

 それでは、内容の説明をさしていただきます。 

 歳出のほうの６ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

 １款１項１目一般管理費１節報酬でございます。これにつきましては、第三者求償事務に係る

非常勤の嘱託職員を無償という形で、昨年、２３年から御協力をいただいておりますけれども、

交通費とかそういうのも全然出しておりませんので、１月以降の３カ月分の賃金の報酬として

３,６００円を新規にお願いするものでございます。 

 次の３節職員手当と時間外勤務手当につきましては、１月以降の時間外手当等の今後予定され

ておりますというか、不足が生じますので、７０万円の増額をお願いするものでございます。 

 次に、２款１項２目退職被保険者療養給付費１９節負担金補助及び交付金ですが、これにつき

ましては、１０月支払い分までから推計をいたしまして給付費が不足するために１,８００万円

の増額をお願いするものでございます。 

 次に、２款１項４目退職被保険者療養費につきましても、同様に１９節の５０万円の増額をお
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願いするものでございます。 

 次に、２款２項２目退職被保険者高額療養費の１９節につきましても、同様に３００万円の増

額をお願いするものでございます。 

 最後に、３款１項１目後期高齢者支援金の１９節につきましては、平成２４年度の後期高齢者

支援金の負担額が確定しましたのに伴いまして、１０万２,０００円の増額をお願いするもので

ございます。 

 続いて、歳入関係でございます。 

 ５ページのほうをお願いいたします。 

 ４款２項３目１節出産一時金を１万円。 

 次に、９款１項１目１節保険基盤安定繰入金、これも確定に伴いまして１８１万８,０００円。

次の２節職員給与等の繰入金でございますが、７３万６,０００円。 

 最後に、１０款１項１目１節一般被保険者繰越金を１,９７７万４,０００円を財源として追加

するものでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（長野 正明）  これから、質疑を行います。質疑ございませんか。 

〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は、質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第５２号 平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第４号）

について 

○議長（長野 正明）  日程第１３、議案第５２号平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正

予算（第４号）についてを議題といたします。 

 まず、議案を朗読願います。高良係長。 

〔総務秘書係長朗読〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 議案第５２号 平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第４号）について 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（長野 正明）  提案理由及び内容の説明を求めます。野瀬建設課長。 

○建設課長（野瀬  勉）  建設課の野瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 議案第５２号平成２４年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第４号）の提案理由及び内

容について説明いたします。 

 先ほど、提案理由につきましては朗読がございましたが、主に大堰処理場の災害復旧による変
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更と計画停電の未実施、実施しておりませんが、その分についての変更でございます。 

 では、内容について説明いたします。 

 恐れ入りますが、６ページをお願いいたします。歳出のほうです。 

 ６ページでございますが、１款１項１目一般管理費、職員手当で時間外手当を２０万ほど増額

しております。これは、大堰処理場とマンホールポンプの災害発生が見られましたので、ちょっ

と時間外手当がふえております。 

 ２目大堰処理場管理費３０万でございます。節のほうに移りまして、５万円燃料費です。これ

は大堰処理場の自家発電が停電したために自動的に動いておりまして、その分が軽油代として

５万円。もう空っぽになってしまったということでございます。使っております。 

 大堰の委託費、これは植木剪定でございますが、通常管理はシルバーにお願いしとるんですが、

桜の木をずっと大堰処理場は植えております。それが相当大木化しまして、道路に邪魔になるよ

うになっておりますので、その剪定費を２５万上げさしてもらっております。 

 ３目栄田処理場管理費４００万の減。工事請負費の４００万の減でございます。これは、高良

道才のマンホールポンプを交換予定にしておりましたが、再度調査をしましたところ、もう少し

もちそうだということでやめております。それで、一応４００万円の減をさしていただいており

ます。 

 ４目災害復旧費２７万１,０００円の減額でございます。１５節の工事請負費で、梅雨前線豪

雨、大堰水処理センターの復旧工事で１７万７,０００円。復旧費の額の確定のために上げてお

ります。同じく下のほうに、今度はマンホール、上のほうは処理場で下のほうはマンホールポン

プです。この額の確定で、４４万８,０００円の減でございます。 

 移りまして、２款公共下水１項公共下水１目一般管理費でございます。３節職員費手当が

３０万上げさしていただいております。これは、４月の異動によりまして１名だったのが２名に、

係長がふえておりますので２名になっております。その分につきましての増でございます。 

 １１需用費、マンホールポンプの電気料、災害時のこれ不明水でございます。マンホールが冠

水しますとそこから不明水が入ってきますので、その分の不明水のための電気料が上がったとい

うことでございます。燃料費、発電機、計画停電未実施のために３万円の減でございます。 

 １２節役務費３万２,０００円の減でございます。計画停電の発電機等の運転、これ実施して

おりませんので減でございます。 

 １３節委託料２１９万円の減でございます。これも計画停電のマンホールポンプの維持管理、

これ未実施でございます。同じく停電用の汚泥運搬も未実施でございますので、２１９万円の減

でございます。 

 １４節使用料及び賃借料、計画停電によりますリース料、実施はしておりませんが、栄田マン
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ホールポンプ場だけは５０kVAの発電機をリースを借りております。この分を予約だけでもう

１３万２,０００円支払っておりますので、その分の差額、残金が６万８,０００円残っておりま

す。 

 １９節負担金でございます。これは、各協会の負担金でございます。 

 次のページ、７ページに移りまして、２目公共下水道整備費、節に移りまして、共済賃金。こ

れは、臨時職員を１名減らしておりますので、２０万７,０００円の減と１５１万２,０００円の

減になっております。 

 １５節工事請負費、本工事費１００万円上げさしていただいております。これは、冨多の堤防

敷内のコンクリート側溝のとこが壊れておりましたので、これを緊急に補修を行い、工事を行っ

ております。 

 ３款１項２目利子２３節２６万７,０００円の減でございます。これは、確定のための残額で

ございます。 

 戻りまして、収入のほうに移ります。ページ数で５ページでございます。 

 歳入のほうでございますが、繰入金でございますけど、一般会計からの繰入金でございますが、

補正額としまして減額の１,０８６万２,０００円の減でございます。備考のほうに移りまして、

一般会計の繰入金、公共下水道分が３０７万９,０００円の減でございます。これは、計画停電

の中止によるための減額でございます。 

 下の段に農業集落排水災害復旧費補助７７８万３,０００円の減でございます。これは、災害

補助金の保険金等がおりてきておりますので、その収入が入ってきとるちゅうことでございます。 

 次、６款１項１目雑入１３７万３,０００円、雑入でございます。備考のほうに移りまして、

一番最初、自治協会の建物共済ちゅうこと、これ当初５００万円上げさしてもらっておりました

が清算ができましたので、プラスの７６万４,０００円の収入があっております。５７６万

４,０００円の保険金が入ってきております。その下のほうで、また同じく過年度分の保険料が

入ってきております。これ稲数ポンプ場に落雷があった３６万７,０００円の増額になっており

ます。他市町村からの建設負担金、これは前回小郡市との排水協定に基づき十数件分の部分的な

管理を見ております。その分が小郡市から２４万２,０００円の入金が入っております。 

 ７款１項国庫補助金１目下水道国庫補助金でございます。２８８万１,０００円でございます。

これは、大堰処理場が一応農災の査定で１００％通りましたので、保険金を外した残りの２分の

１の補助が２８８万１,０００円の収入があっております。 

 御審議の上御承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（長野 正明）  これから、質疑を行います。質疑ございませんか。 
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〔なし〕 

○議長（長野 正明）  １日目は、質疑なしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（長野 正明）  以上で、本日の議事は全部終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。お疲れでございました。 

散会 午前11時30分 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 


